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○愛知淑徳大学心理学部規程  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 愛 知 淑 徳 大 学 心 理 学 部 （ 以 下 「 学 部 」 と い う 。） が 愛 知 淑 徳 大

学 学 則 （ 以 下 「 学 則 」 と い う 。） 第 ２ 条 に 則 り 、 次 に 掲 げ る 理 念 ・ 目 的 を 達 す る た

め 、 教 育 課 程 、授 業、 研 究 指 導 及 び 運営等 に つ い て 、 学 則に定 め る も の の ほ か必要

な 事 項 を 定 め る 。  

（ １ ） 心 理 学 科 は 、〈 心 の 多 様 性 と 普 遍性 の 理 解 〉を 基 本 理念 と し 、人 間 行 動のさ

ま ざ ま な 現 象 を 現 代 心 理 学 の 主 要 な 領 域 か ら 多 角 的 な 視 点 で 総 合 的 に 究 明

す る 教 育 研 究 を 行 う 。 こ れ に よ り 、 他 者 を 尊 重 す る と と も に 、 自 己 を 正 し

く 表 出 し う る 人 材 、 さ ら に は 人 間 関 係 の 中 で 生 じ る 諸 問 題 に 適 切 に 対 処 し

得 る 人 材 を 育 成 するこ と を 目 的 と す る。  

２  こ の 規 程 に 定める も の の ほ か 、 学部の 教 育 に 関 し 必 要な事 項 は 、 学 部 教 授会（ 以

下 「 教 授 会 」 と いう 。） の 定 め る と こ ろによ る 。  

（ 教 員 編 成 ）  

第 ２ 条  学 部 は、 第１ 条 に 掲 げ る 理 念・目 的 を 達 す る た め、教 育 課 程 、 授 業、 研究 指

導 及 び 運 営 等 の 必要性 に 基 づ き 、 年 齢構成 を 考 慮 し つ つ 、以下 の 要 件 を 備 え た教員

に よ り 編 成 さ れ る。  

（ １ ）  人 格 、 識見、 研 究 上 の 業 績 、大学 の 教 育 及 び 運 営の能 力 、 学 会 及 び 社会に

お け る 活 動 並 び に心身 の 健 康 状 態 等 につき 、大 学 教 員 たる に適 す る 条 件 を

備 え て い る こ と 。  

（ ２ ）  学 部 の 基本理 念 、 教 育 目 標 を共有 し 実 践 す る た めに、 人 間 と 社 会 に 対する

深 い 洞 察 力 を 持 ち、学 部 を 構 成 す る 心理学 の 各 領 域 を 幅 広く理 解 し よ う と

す る 者 で あ る こ と。  

（ ３ ）  学 生 指 導、学 部 運 営 に 当 た っては 、 学 部 の 教 育 課程編 成 の 基 本 方 針 を尊重

し 、 協 働 で き る 者であ る こ と 。  

（ 教 授 会 ）  

第 ３ 条  教 授 会 の組織 及 び 運 営 に 関 しては 、 教 授 会 規 程 に定め る 。  

（ 教 育 課 程 ）  

第 ４ 条  心 理 学科の授業科目及びその単位数については、別表第１に掲げるとおりとす

る。  



第２編 大学 (愛知淑徳大学心理学部規程) 

 

 

（ 履 修 条 件 ）  

第 ５ 条  心 理 学 科の授 業 科 目 の 履 修 につい て は 、 別表 第 １ に定 め る も の の ほ か、心 理

学 科 の 定 め る と ころに よ る 。  

（ 編 入 学 及 び 再 入学学 生 の 既 修 得 単 位の認 定 ）  

第 ６ 条  編 入 学 及 び 再 入 学 に よ る 学 生 の 本 学 入 学 前 に 修 得 し た 単 位 の 認 定 に つ い て

は 、 編 入 学 規 程 及び再 入 学 規 程 の 定 めると こ ろ に よ る 。  

（ 他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 及 び 入 学 前 の 既 修 得 単 位 の 認 定 ） 

第 ７ 条  学 生 が 他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に お い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た

単 位 並 び に 本 学 に入学 す る 前 に 大 学 又は短 期 大 学 に お い て修得 し た 単 位 は 、 合わせ

て ６ ０ 単 位 を 超 えない 範 囲 で 卒 業 の 要件と な る 単 位 と し て認定 す る こ と が で きる。  

２  前 項 に よ る 単位の 認 定 方 法 に つ いては 、 教 授 会 の 定 めると こ ろ に よ る 。  

（ 外 国 の 大 学 又 は短期 大 学 に お け る 修得単 位 の 認 定 ）  

第 ８ 条  学 生 が 外 国 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に 留 学 す る こ と に よ っ て 修 得 し た 単 位 の 認

定 に つ い て は 、 留学生 派 遣 規 程 の 定 めると こ ろ に よ る 。  

（ 授 業 科 目 の 履 修登録 ）  

第 ９ 条  学 生 は、 毎学 期 の 始 め に お いて、 そ の 学 期に 履 修 しよ う と す る 授 業 科目を 登

録 す る も の と す る。  

２  前 項 に よ り 登録す る こ と が で き る授業 科 目 の 単 位 数 の合計 は 、 別 表 第 ２ に定め る

単 位 数 を 超 え な いもの と す る 。 た だ し、教 授 会 が 成 績 優 秀と認 め た 者 に つ い ては、

学 期 毎 に 別 表 第 ２に定 め る 単 位 数 に ４を加 え た 単 位 数 ま で登録 す る こ と が で きるも

の と す る 。  

３  そ の 他 授 業 科目の 履 修 に 関 し 必 要な事 項 は 、 履 修 及 び試験 規 程 の 定 め る ところ に

よ る 。  

（ 所 属 学 部 の 変 更）  

第 １ ０ 条  所 属 学 部の 変 更 を 志 願 す る者に つ い て は 、所 属 する 学 部 長 を 通 じ て 、志 願

す る 学 部 長 に 願 い出る も の と す る 。  

２  所 属 学 部 の 変更は 、 志 望 す る 学 部にお い て 選 考 の 上 、学長 が 当 該 議 案 に ついて の

決 定 を お こ な う 。  

３  そ の 他 所 属 学部の 変 更 に 関 し 必 要な事 項 は 、 教 授 会 の定め る と こ ろ に よ る。  

（ 卒 業 の 要 件 ）  

第 １ １ 条  学 部 を 卒業 す る た め に は、大学 に ４ 年 以 上 在 学し必 修 科 目 と 選 択 必修科 目 、
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及 び 選 択 科 目 と を合わ せ て １ ２ ４ 単 位以上 を 修 得 し な け ればな ら な い 。  

２  開 設 科 目 は 、各種 教 育 部 門 ・ セ ンター の 開 設 す る 全 学共通 履 修 科 目 と 学 部の開 設

す る 専 門 教 育 科 目から な る も の と す る。  

３  第 １ 項 に お いて定 め る 修 得 単 位 には 、専 門 教 育 科 目 ８ ０単位 以 上 を 含 む も のとし 、

さ ら に 、 全 学 共 通履修 科 目 及 び 専 門 教育科 目 に お い て 、 別表第 １ に 定 め る 必 修科目

お よ び 選 択 必 修 科目に つ い て 所 定 の 単位以 上 を 含 む も の とする 。  

４  学 部 認 定 科 目（他 学 部 ・ 他 学 科 開放科 目 、 愛 知 学 長 懇話会 単 位 互 換 科 目 及び放 送

大 学 単 位 互 換 科 目）を 履 修 す る こ と により 修 得 し た 単 位 は、卒 業 要 件 と な る 単位と

し て 認 定 す る こ とがで き る 。  

（ 副 専 攻 プ ロ グ ラム）  

第 １ ２ 条  心 理 学 科が 開 講 す る 科 目 のうち 、別 表 第 ３ に掲 げる も の を 副 専 攻 プログ ラ

ム 科 目 と 称 す る 。  

２  他 の 学 部 に 在籍す る 学 生 が 、 前 項に定 め る 副 専 攻 プ ログラ ム 科 目 を 履 修 して４ ０

単 位 以 上 修 得 し 、さら に 心 理 学 科 の 定める 条 件 を 満 た し た場合 は 、 副 専 攻 プ ログラ

ム を 修 了 し た こ とを認 定 す る も の と する。  

３  前 項 に 定 め るもの の ほ か 、 履 修 に関し 必 要 な 事 項 は 心理学 科 の 定 め る と ころに よ

る 。  

（ 改 廃 ）  

第 １ ３ 条  こ の 規 程 の 改 廃 は 、 教 授 会 の 議 を 経 て 、 学 部 長 の 上 申 に よ り 学 長 が 行 う 。 

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２２ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２３ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 平成 ２ ４ 年 度 以 後 に 入学 す る 者 か ら 適 用 し 、

平 成 ２ ３ 年 度 ま でに入 学 し た も の に ついて は 、 な お 従 前 の例に よ る 。  
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附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２５ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２６ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 平成 ２ ７ 年 度 以 後 に 入学 す る 者 か ら 適 用 し 、

平 成 ２ ６ 年 度 ま でに入 学 し た も の に ついて は 、 な お 従 前 の例に よ る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２８ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２９ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成３０ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成３１ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和２年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和３年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和４年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  
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